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持続可能な森林経営の推進と木材自給率５０％の達成

森林・林業基本政策の抜本的見直し森林・林業基本政策の抜本的見直し

林
業
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木
材
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業
の
効
率
化

木
材
の
安
定
的
な
供
給

適切な施業
の確保

経営単位の
確保

施業の義務化、伐採･更新の
ルール化、直接支払制度の検討

新たな森林計画の創設
 経営の観点や生物多様性保全の観点
から抜本的に見直し
 経営の集中化

森林所有者の計画的な森林管理

外材に負けない効率的な加工・流通体
制の整備
大型製材工場など大ロット需要先への
供給体制の整備

国産材の加工・流通体制の整備

国産材住宅
の推進

公共建築物等への木
材利用の促進（法案提出）
土木資材への利用拡
大（技術開発等）

バイオマス利
用の促進
（間伐材などの製紙・バ
イオマス利用の推進）

新規需要の開拓、
研究・技術開発
（石炭火力発電所における
石炭と間伐材の混合利用）

森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮

林業経営の効率化

路網整備の徹底
搬出間伐への転換
施業の集約化
森林組合の改革
民間事業体の育成

 「日本型フォレス
ター制度」の創設
 技術者及び技能
者の確保・育成

森林情報の整備

森林の境界確定の推進

国産材の加工・流通・
利用検討委員会

路網・作業システム
検討委員会

森林組合改革・林業事
業体育成検討委員会

人材育成検討委員会

森林・林業基本政策
検討委員会

【資料２】


